
根　拠　等

建設業法施行規則
第25条

茨城県建設工事施
工適正化指針第2章
第5号第1条オ

労働保険徴収法施
行規則第74条

施工体制台帳等活
用マニュアル

公共工事の入札及び
契約の適正化を図る
ための措置に関する
指針

施工計画書を提出
し、監督員の承諾を
得たあと。

建設業法第24の7

資源有効利用促進法
第7条

　※当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる。

　緊急時の連絡体制図 　着工前に遅延なく速やかに

　施工体制台帳作成建設工事通知 　契約締結後遅延なく速やかに

　再生資源利用(促進)計画書 　COBRIS登録後、速やかに

　労災保険関係成立票 　契約締結後遅延なく速やかに

　 建設業の許可を持つ全ての下請業者
   の建設業許可票

 下請負契約締結後遅延なく速やかに

　建退共加入標識 　契約締結後遅延なく速やかに

現場に掲げる掲示物一覧表

名　　称 現場に掲げる時期

　建設業の許可票 　契約締結後遅延なく速やかに

　施工体系図 　契約締結後遅延なく速やかに


